


別記様式第１号（第２条関係）

木材産業特定技能・育成就労協議会入会申請書
（特定技能所属機関）

木材産業特定技能・育成就労協議会 事務局　殿

　　年　　月　　日

　木材産業特定技能・育成就労協議会に入会したいので、木材産業特定技能・育成就労協議会入会規程第２条の規定に基づき以下のとおり申請します。

１．申請事項
	特定技能所属機関
（受入企業）名称
	
	（法人番号）


	所在地
	〒


	代表者
（役職・氏名）
	

	特定技能外国人を
勤務させる事業所
	（名称）

	（住所）


	事業所で行う
産業の分類
	受入れ予定の特定技能外国人が従事する業務に関するものに☑をすること。
（分類は日本標準産業分類による。）
☐　小分類121－製材業、木製品製造業
☐　細分類1222－合板製造業
☐　細分類1223－集成材製造業
☐　細分類1224－建築用木製組立材料製造業（プレカット）
☐　細分類1227－銘木製造業
☐　細分類1228－床板製造業

	製品の種類及び
直近１年間の生産量
	品目：　　　　　　　　　生産量：　　　　　　　　㎥（又は トン、坪）

	特定技能外国人の
受入れ予定年月
	　　　年　　月

	受入れ予定の
特定技能外国人の
国籍･地域及び人数
	（国籍・地域）　　　　　　　　　　　　（人数）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

	支援を委託する場合の
登録支援機関の名称
	

	担当者氏名・連絡先
	（氏名）

	（電話番号）
（メール）


２．遵守事項
　協議会への加入に当たり、以下の事項について遵守することを誓約します。
　（内容を確認の上、☑を入れること。）
☐　特定技能外国人の受入れに関する関係法令・関係規程等を遵守すること。
☐　木材産業特定技能・育成就労協議会運営要領及び入会規程に同意し、遵守すること。
☐　木材産業分野における特定技能外国人の受入れに関し、協議会が行う情報の提供、意見の聴取その他の活動並びに農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査、指導その他の活動に対して必要な協力を行うこと。
☐　協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。
☐　本申請に係る内容に変更が生じた場合には、速やかに変更の届出を行うこと。
☐　特定技能外国人の円滑かつ適正な受入れの実現に向け、協議会が定める行動規範を遵守すること。
【添付書類】（申請に必要な添付書類を確認し、☑を入れること。）
☐　定款の写し又はこれに代わる書面
　（各都道府県の条例等に基づき木材業者等の登録を行っている場合、その登録証の写しでも可）
☐　特定技能外国人を勤務させる事業所の機械設備一覧表（任意様式）
☐「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：木材産業）事業者向け」（令和３年２月26日林野庁）に基づく取組状況について、一般社団法人全国木材組合連合会による確認を受けたことを証する書面




